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市
は
、
医
療
費
の
大
幅
な
増
加
や
医
療
制

度
改
革
に
対
応
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険

税
（
以
下
「
国
保
税
」
と
い
い
ま
す
）
の
税

率
を
改
正
し
ま
し
た
。

国
保
税
の
３
区
分
化

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
伴
い
、

国
保
税
の
算
定
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

分
」
が
加
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
国
保

税
の
医
療
分
の
中
に
老
人
保
健
制
度
の
費
用

負
担
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
２０

年
度
か
ら
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
」
と

し
て
明
確
化
し
、
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
結
果
、
国
保
税
の
算
定
は
、
従

来
の
医
療
分
・
介
護
分
（
４０
歳
以
上
６５
歳
未

満
の
人
）
に
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
」

を
加
え
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

制
度
運
営
の
危
機

医
療
分
の
国
保
税
は
、
平
成
１２
年
度
に
税

率
を
改
正
し
て
以
後
、
引
き
上
げ
を
し
て
い

ま
せ
ん
。
医
療
費
は
、
急
速
な
高
齢
化
や
医

療
技
術
の
向
上
に
よ
り
、
給
付
す
る
費
用
も

増
え
続
け
国
保
財
政
は
厳
し
い
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
（
＝
【
グ
ラ
フ
】）。

改
正
に
ご
理
解
を

保
険
給
付
費
の
財
源
の
う
ち
、
そ
の
年
に

予
測
さ
れ
る
医
療
費
か
ら
、
国
な
ど
の
補
助

金
と
、
み
な
さ
ん
が
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
う
一
部
負
担
金
（
通
常
は
３
割
）
を
除
い

た
分
が
、
国
保
税
と
な
っ
て
い
ま
す
。
保
険

給
付
費
が
増
え
る
場
合
、
そ
れ
に
見
合
う
国

保
税
の
収
納
額
の
伸
び
が
な
い
と
、
国
保
の

財
政
を
圧
迫
し
、
保
険
税
の
値
上
げ
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

平
成
１７
年
度
か
ら
は
国
保
会
計
は
赤
字
に

転
じ
ま
し
た
が
、
税
率
の
引
き
上
げ
を
抑
え

る
た
め
最
大
約
２
・
７
億
円
あ
っ
た
基
金
の

取
り
崩
し
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
基

金
残
高
が
極
め
て
少
な
い
額
と
な
り
、
平
成

２０
年
度
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
基
金

か
ら
の
取
り
崩
し
が
で
き
な
く
な
り
、
国
保

財
政
の
健
全
化
を
保
つ
た
め
に
は
税
率
を
改

正
し
、
給
付
費
に
見
合
っ
た
税
収
の
確
保
が

必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
平
成
２０
年

度
の
国
保
税
か
ら
税
率
を
下
表
の
と
お
り
引

き
上
げ
る
改
正
を
し
ま
し
た
。
国
保
税
は
６

月
に
決
定
し
、
通
知
し
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
国
保
医
療
課(

☎
６４
・

１
３
３
２
）

改正前 改正後

所得割 均等割
（１人あたり）

平等割
（１世帯あたり）

賦　課
限度額 所得割 均等割

（１人あたり）
平等割

（１世帯あたり）
賦　課
限度額

医療分 6.9% 25,900円 26,500円 53万円 6.2％ 26,700円 21,400円 政令で定められる額

後期高齢者支援金等分 1.7％ 7,300 円 5,600 円 政令で定められる額

合　計 6.9% 25,900円 26,500円 53万円 7.9％ 34,000円 27,000円 政令で定められる額

所得割は、（前年分所得－33万円）
×税率でもとめます。
介護分は、税率の改正はありませ
ん。所得割 2.0％均等割 9,000 円平
等割 6,000 円賦課限度額 9万円。
政令で定められる賦課限度額は、
医療分 47 万円、後期高齢者支援金
等分 12 万円となる予定です。

（表）国保税の率および金額

【グラフ】保険給付費などと国保税医療分収納額の推移

改正前 改 正 後 差額
医療分 113,800 円 103,200 円 △10,600円

後期高齢者支援金等分 なし 28,000 円 28,000 円

介護分 0 円 0円 0円

計 113,800 円 131,200 円 17,400 円

給与収入 200 万円の
独身者（25 歳）の場合

改正前 改 正 後 差額
医療分 290,800 円 272,600 円 △18,200円

後期高齢者支援金等分 なし 74,400 円 74,400 円

介護分 70,600 円 70,600 円 0円

計 361,400 円 417,600 円 56,200 円

給与収入 400 万円夫婦
（夫 45 歳、妻 40 歳）子
供 2人の場合

改正前 改 正 後 差額
医療分 23,400 円 22,400 円 △ 1,000 円

後期高齢者支援金等分 なし 6,000 円 6,000 円

介護分 0 円 0円 0円

計 23,400 円 28,400 円 5,000 円

年金収入 100 万円夫婦（夫
70 歳、妻 68 歳）の場合
（7割軽減を適用）

平成15年度の保険給付費および老人保健拠出金の合
計が約33.1 億円であったのに対し、平成19年度の見込
みは、約45億円であり、わずか数年の間に約 1.36 倍の

伸びとなっています。
他方、国保税の医療分の収
納額は、平成15年度が約 11.3
億円であったのに対し、平成
19年度の見込みは、約 13.3 億
円であり、約 1.18 倍しか伸び
ていません。

平
成
２０
年
４
月
以
降
、
７５
歳
以
上
の
人

（
６５
歳
以
上
で
一
定
以
上
の
障
害
を
有
す

る
人
を
含
む
）
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
行
し
、
新
制
度
の
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
っ
て
、
国
保
に
引
き
続
き
加

入
す
る
人
の
国
保
税
負
担
が
急
に
増
え
る

こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
国
保
被
保
険
者
の

国
保
税
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
次
の

よ
う
な
軽
減
が
図
ら
れ
る
予
定
で
す
。

７５
歳
以
上
の
人
が
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
、
７５
歳
未
満
の
人
が
国
保
の
場
合

▼
所
得
の
低
い
人
の
国
保
税
の
軽
減
…

国
保
税
の
軽
減
を
受
け
て
い
た
世
帯
は
、

世
帯
構
成
や
所
得
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、

５
年
間
今
ま
で
と
同
じ
軽
減
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す

▼
世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る
国
保
税
の
軽

減
…
国
保
の
被
保
険
者
が
１
人
と
な
る
場

合
に
は
、
５
年
間
、
平
等
割
が
半
額
に
な

り
ま
す
（
介
護
分
を
除
く
）

７５
歳
以
上
の
人
が
被
用
者
保
険
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者
（
６５
〜
７４
歳
）

が
国
保
に
加
入
す
る
場
合

新
た
に
国
保
に
加
入
し
、
国
保
税
の
算

定
対
象
に
な
っ
た
人
は
、
２
年
間
、
所
得

割
が
免
除
さ
れ
、
均
等
割
が
半
額
に
、
さ

ら
に
、
被
保
険
者
が
１
人
の
場
合
な
ど
に

は
、
平
等
割
も
半
額
に
な
り
ま
す

国
の
医
療
制
度
改
革
に
よ
り
、
平
成
２０

年
１０
月
か
ら
、こ
れ
ま
で
の
普
通
徴
収（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
の
納
付
）
に
加

え
、
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

を
実
施
し
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
＝
国
保
加
入
者
全
員

が
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
世
帯
の
世
帯
主

（
擬
制
世
帯
主
を
除
く
）
で
、
年
額
１８
万

円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

た
だ
し
、
介
護
保
険
料
と
国
保
税
を
合

わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１
以
上
に

な
る
場
合
は
、特
別
徴
収
を
行
い
ま
せ
ん
。

国
保
医
療
課(

☎
６４
・
１
３
３
２
）　
　

市
と
き
ょ
う
た
な
べ
環

境
市
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
か

ら
環
境
問
題
に
理
解
を
深

め
て
も
ら
お
う
と
、
地
球

温
暖
化
防
止
活
動
の
一
環

と
し
て
、
ゴ
ー
ヤ
を
使
っ

た
「
緑
の
カ
ー
テ
ン
づ
く

り
市
民
講
習
会
」
を
開
き

ま
す
。

緑
の
カ
ー
テ
ン
は
、
夏

の
強
い
日
差
し
を
遮
り
、

日
陰
の
涼
し
さ
で
エ
ア
コ

ン
の
使
用
を
抑
え
、
Ｃ
Ｏ

２
を
削
減
す
る
効
果
が
あ

り
ま
す
。
市
民
の
み
な
さ

ん
、
今
年
の
夏
は
、
緑
の
カ
ー

テ
ン
を
育
て
涼
し
さ
と
省
エ

ネ
に
取
り
組
ん
で
み
ま
せ
ん

か
。【

緑
の
カ
ー
テ
ン
づ
く
り

市
民
講
習
会
】

日
時
＝
５
月
６
日
㈫
午
前

１０
時
か
ら

場
所
＝
コ
ミ
ニ
ュ
テ
ィ

ホ
ー
ル

先
着
１
０
０
組
に
ゴ
ー
ヤ

の
苗
を
無
料
配
布
し
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
き
ょ
う
た
な

べ
環
境
市
民
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
事
務
局
（
環
境
課
内
、

☎
６４
・
１
３
６
６
）

大住交番がリニューアル
地域に密着した駐在所へ
大住交番が都市型の「大住駐在所」
としてリニューアルし、4月 4日に落
成式が行われました（＝写真）。
今回、高齢者なども利用しやすいよ
う、バリアフリー構造の建物に生まれ
変わりました。また、警察官が常駐す
るようになったことで、防犯機能が向
上。コミュニティコーナーもあり、よ
り地域に密着した駐在所になりまし
た。

所得が一定以下の世帯については、均等割と平等割
が所得に応じ 7割、5割、または 2割軽減されます。

モデル
　ケース

ゴーヤで涼しくエコライフを！
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本人確認の厳格化にご協力を
個人情報保護の観点から、住民
基本台帳法と戸籍法の一部が改正
され、5月 1日から施行されます。
住民異動届・住民票の写しなどの
証明書交付請求の際、本人確認（運
転免許証・旅券などで確認）の厳
格化や、証明書の交付請求ができ
る範囲が限定されます。これによ
り、住民票の交付申請などの場合
は必ず本人確認が必要になり、同
一世帯以外の人からの請求には、
委任状が必要になります。みなさ
んのご理解・ご協力をお願いしま
す。問市民年金課（☎ 64-1330）

軽自動車税の減免申請
5月1日から受け付け
軽自動車税は、次の場合に減免
を受けることができます。対象と
なる軽自動車（軽自動車・バイク
など）＝▼公益の事業のために使
用するもの▼所有者が障害者また
はその家族で、運転者が障害者本
人かその家族または障害者（障害
者のみで構成される世帯）を常時
介護する人であるもの。ただし、
障害者 1人につき自動車 1台（普
通車を含む）に限る。障害の程度
によっては障害者本人の所有車両
に限られる場合があります▼障害
者（身体・知的・精神障害者）が
使用するために製造または改造さ
れたもの。軽自動車税を納める
と、その車両に対する税の減免は
受けられません。減免申請をする
場合は、軽自動車税納税通知書の
取り扱いに注意してください。　
税務課に備え付けの減免申請書に
必要事項を書いて押印し、平成
20 年度軽自動車税納税通知書を
添付。対象となる事項に応じて、
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳・運転免許証・自動車検査証
などを申請時に提示。5月 1日㈭
～ 23 日㈮に申請。問税務課（☎
64-1317）

在日外国人無年金者に
特別給付金を支給
市は、国民年金制度の改正時に、

制度の対象とならなかった在日外
国人無年金者に、国が救済措置を
取るまでの間特別給付金を支給し
ます。所得制限などがあります。
　▼市に外国人登録および住民登
録を有する外国人で、大正 15 年
4月 1日以前生まれの昭和 57 年
1月 1日に日本国内に外国人登録
をしていた人▼市に外国人登録お
よび住民登録を有する外国人で、
昭和 57 年 1 月 1 日以前 20 歳に
達し、同日以前に初診日のある重
度障害者で同日に日本国内に外国
人登録をしていた人問市民年金課
（☎ 64-1333）

赤十字活動資金にご協力を
日本赤十字社は、5月を「赤十

字運動月間」とし、社員募集や赤
十字への理解のために全国でさま
ざまなキャンペーンを行っていま
す。赤十字は災害時の救護・支援
活動をはじめ、救急法・家庭看護
法の普及、血液事業の推進、戦争
や紛争で苦しむ人々への救援活動
など、幅広い活動を展開していま
す。これらの活動には、多くの資
金が必要です。みなさんのご協力
をお願いします。なお、社員制度
の確立を目指し、毎年 500 円以
上のご協力をいただく場合でも、
社員に登録されるか確認をしま
す。問社会福祉課（☎ 64-1372）

大住・普賢寺土地改良区
20年度予算など承認
大住・普賢寺土地改良区の通常

総代会を 3月 22 日に開き、平成
20 年度事業計画案と予算案など
が承認されました。
大住土地改良区＝▼事業計画…

土地改良施設の維持管理、公庫
資金償還事務など▼予算総額…
13,676,000 円▼承認事項…平成
18年度事業報告・決算、平成 19
年度補正予算、賦課金の額と徴収
方法、その他、
普賢寺土地改良区＝▼事業計画

…土地改良施設の維持管理、借入
金償還と賦課金の徴収事務など
▼予算総額…24,376,000 円▼承
認事項…役員の選任、平成 18 年
度事業報告・決算、平成 19 年度
補正予算、賦課金の額と徴収方
法、積立金の一般会計収支予算へ
の繰り替え、その他。問大住・普
賢寺土地改良区（農政課内、☎
64-1362）

普賢寺土地改良区
理事長など決定
任期満了に伴う普賢寺土地改良

区役員の改選を行い、3月 22 日
の総代会で理事長と副理事長が
決まりました。理事長＝大冨敏
一、副理事長＝井辻久雄・植西
晃干・向井庄造（敬称略）。問普
賢寺土地改良区（農政課内、☎

64-1362）

府地域力再生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
支援事業交付金
募集期間は、4 月 1 日㈫～ 5
月 9 日㈮と 9 月 1 日㈪～ 30 日
㈫。　住民が主体的に参画し、地
域力再生に取り組む団体。営利を
主とする団体や特定の政治・思
想・暴力団などに関わる団体は除
く。　▼環境保全活動▼子育て支
援活動▼共助型福祉活動▼防災・
防犯活動▼地域美化活動▼地域産
業おこし▼地域商業の活性化▼農
村・都市交流活動▼地域スポーツ
振興▼地域文化活動▼地域行催事
で地域性、公共性、自立・持続性、
熱意・主体性、新規・再興性を有
していること。ただし、国・府の
補助対象となる事業、実現可能性
のない事業、事業費が 15 万円未
満の事業、平成 21 年 3 月 31 日
までに完了しない事業、申請日
までに完了している事業は対象と
なりません。交付率は、事業費の
3 分の 1 以内で限度額は 200 万
円。なお、㈶京都府市町村振興
協会から別途、事業費の 3 分の
1以内の額が交付されます（別途
申請）。　市民参画課に備え付け
ま た は 府　（http://www.pref.
kyoto.jp/）の申請書に必要事項
を書いて、事業を行う地域の市町
村に提出。問▼府自治振興課（☎
075-414-4452）▼府山城広域振
興局企画振興室（☎ 21-2049）

おひさまサロン
4 月 24 日㈭ 10 時～ 11 時 30
分、母と子の教室（そよかぜ幼稚
園横）。　乳幼児と保護者 17 組。
　歌遊びや手遊びで親子の交流。
おやつ代 200 円。問そよかぜ子
育てサポート（☎・℻ 62-9672）

バスケットボール体験
カーニバル
4 月 27 日㈰ 14時～ 16時、中
部住民センター。　市内在住の小
学生。　バスケットの初歩から応
用までを日本公認審判員がわかり
やすく指導。運動のできる服装で、
上靴・タオル・お茶持参。問ディ
ア顧問・草島（☎ 65-1551）

第16回青葉の集い
文化協会は、サークル交流会

「青葉の集い」を開きます。　ダ
ンスパーティー＝ 5月 2日㈮ 19
時から、中央公民館。歌謡発表＝
5月 3日㈷・4日㈷ 9時～ 17時、
中央公民館。舞台発表＝ 5 月 6
日㈫ 11 時 30 分～ 17 時、中央
公民館。展示＝▼ 5 月 3 日㈷～
6日㈫ 9時～ 17時（5日を除く）、
中央公民館。絵手紙の会「愛」▼

5月 3日㈷・4日㈷ 9時～ 17時、
コミュニティホール。KON'S 鉄
道クラブ問文化協会（中央公民館
内、☎ 62-2552）

大住・森のコーラス
30周年記念コンサート
5 月 10 日㈯ 13 時 30 分から

（13 時開場）、学園前ホール（奈
良市）。　Ⅰ部フォーレ「レクイ
エム」、Ⅱ部山田耕筰作品集「か
らたちの花」より、Ⅲ部モーツァ
ルトの百面相。無料（要整理券）。
問大住・森のコーラス・木村（☎
62-2367）

木津浄水場の施設公開
5 月 11 日㈰ 10時～ 16時、府
営水道事務所木
津浄水場（木津
川市）。　場内
に植栽している
つつじの開花時
期に合わせ、浄
水場施設を公
開。職員による
浄水場施設の説
明とつつじの観
賞。雨天決行。問府営水道事務所
木津浄水場（☎ 72-5171）

市民総体

【グラウンドゴルフ】
5 月 25 日㈰、田辺公園多目的
運動広場。　市内に在住・通勤・
通学する高校生以上の人。市グ
ラウンドゴルフ協会登録者…1人
100 円、未登録者…1 人 300 円
　5月 9日㈮ 17 時までに申し込
み
【ソフトボール】 
5 月 18 日㈰・25 日㈰ 9 時か
ら、田辺木津川運動公園。　市内
に在住・通勤・通学する 18 歳以
上の人。１チーム 1,000 円。　5
月 10 日㈯までに申し込み。抽選
会 5月 10 日㈯ 19 時から田辺中
央体育館第１会議室。各チーム代
表者は必ず出席してください
【春の市民ハイキング】 
5 月 18 日㈰ 7時から、敦賀三
山・岩籠山（福井県）。　市内に
在住・通勤・通学する小学生高学
年から 65 歳程度で、日頃からハ
イキングや軽登山を行っていて歩
行・登山に自信のある人（小学生
は父兄同伴）。50人。山友会会員
…1人 2,800 円、会員以外…1人
3,000 円。　5 月 12 日㈪までに
申し込み
問社会体育協会事務局（田辺中
央体育館内、〒 610-0331 京田
辺市田辺丸山 19、☎ 62-1501、
℻ 62-1534）

◎
京
田
辺
市
長
・
京
田
辺
市
議

会
議
長
・
同
教
育
委
員
会
・
同
農

業
委
員
会
・
同
水
道
事
業
管
理
者

職
務
代
理
者
水
道
部
長
・
同
消
防

長
・
同
選
挙
管
理
委
員
会
（
所
長

級
以
上
、
４
月
１
日
付
け
）

職
務
代
理
発
令
＝
水
道
事
業
管
理

者
職
務
代
理
者
兼
水
道
部
長
　
木

元
一
志

部
長
級
＝
総
務
部
長
　
石
田
義
樹
、

建
設
部
長
　
落
合
孝
義
、
経
済
環

境
部
長
　
山
本
徹
、
議
会
事
務
局

長
　
岡
本
和
雄
、
教
育
部
長
　
金

辻
美
津
枝
、
水
道
部
長
　
木
元
一

志
、
危
機
管
理
監
兼
会
計
管
理
者

兼
安
心
ま
ち
づ
く
り
室
長
　
中
川

正
章

副
部
長
級
＝
市
長
公
室
長
　
林
恒

夫
、総
務
部
副
部
長
兼
総
務
室
長
　

瀧
山
茂
樹
、総
務
部
参
事
兼
管
財
情

報
課
長
　
安
倉
進
、市
民
部
副
部
長

兼
市
民
政
策
推
進
室
長
　
松
本
好

次
、市
民
部
参
事
兼
収
納
対
策
室
長

園
田
正
博
、保
健
福
祉
部
副
部
長
兼

保
健
福
祉
政
策
推
進
室
長
　
木
下

敏
巳
、建
設
部
副
部
長
兼
建
設
政
策

推
進
室
長
　
橋
本
善
之
、建
設
部
参

事
　
宮
本
実
、建
設
部
参
事
（
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
担
当
）　
吉
川
勲
、
経
済

環
境
部
副
部
長
兼
経
済
環
境
政
策

推
進
室
長
　
安
岡
隆
司
、出
納
室
長

　新築住宅は、平成18年6月から住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。また、既にお住まいの住宅（戸建て住宅、店舗併用住宅、
共同住宅）は、平成23年5月31日まで設置が猶予されていますが、大切
な家族の命を守るためにも一日も早く設置をお勧めします。取り付ける
箇所は、寝室・階段・台所などとなっています。
※悪質な訪問販売などに注意しましょう。消防署員・消防団員が訪問し
販売をしたり、特定の業者に販売を委託することはありません。業者の服
装や急がせる話に惑わされないように注意してください。
※要介護やひとり暮らし高齢者および重度障害者などには、一定の条
件はありますが、火災警報器の費用について一部助成される制度があ
ります。　
　くわしくは、健康介護課（?64-1373）・社会福祉課（?64-1372）・消防
本部予防課（?63-7826、　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　 ）へお問い合わせください。

市は国民健康保険事業の一つとして、同保険加入者を対象に「外来（半
日）人間ドック」「脳ドック」「併用ドック（人間ドックと脳ドックの併
用受診）」の受診費用を助成します。平成 20年度の申し込み受け付けは、
5月 2日㈮までですので、受診希望の人は、申し込み忘れのないようご
注意ください。
【申込場所・時間】
● 4月 16 日㈬まで
コミュニティホー

ル・午前 9 時～正午、
午後 1時～ 5時
● 4 月 17 日 ㈭ ～ 5

月 2日㈮
国保医療課・月～金

曜日（祝日を除く）の
午前 8時 30 分～正午、
午後 1時～ 5時
【申込時に必要なも

の】
国民健康保険証、印

鑑
【対象者】
次の項目すべてに該当する人
●申込日現在、引き続き 1年以上継続して本市国民健康保険に加入し

　ている人（※申込期間変更による措置があります）
●申込日現在、30 ～ 75 歳未満の人
●入院または、妊娠していない人
●国保税を滞納していない世帯に属する人
【受診機関・内容】
上表のとおり
ただし、申し込みが多数のときは、受け付

けを調整する場合があります。
【問合せ先】
国保医療課（☎ 64-1332）

エ
コ
パ
ー
ク
か
ん

な
び
は
、
第
２
回
定

例
総
会
を
５
月
８
日

㈭
午
後
４
時
か
ら
、

環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー

甘
南
備
園
プ
ラ
ザ
棟

で
開
き
ま
す
。
昨
年

５
月
の
設
立
以
降
取

り
組
ん
で
き
た
活
動

の
総
括
と
、
今
年
度

の
活
動
方
針
な
ど
に

つ
い
て
討
議
す
る
予

定
で
す
。
ま
た
、
新

規
会
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

当
日
は
、
平
常
ど

お
り
常
設
展
示
を
午

後
３
時
３０
分
ま
で
行

い
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
清

掃
衛
生
課
（
☎
６８
・

１
２
８
８
）

太
田
長
和
、議
会
事
務
局
次
長
兼
庶

務
係
長
　
木
元
稔
、教
育
部
副
部
長

兼
教
育
総
務
室
長
　
小
山
順
義
、水

道
部
副
部
長
兼
経
営
管
理
室
長
　

菱
田
義
行
、消
防
署
長
　
澤
村
和
男

課
長
級
＝
安
心
ま
ち
づ
く
り
室
担

当
課
長
　
井
上
秀
之
、
企
画
管
理

課
長
　
粟
田
昌
彦
、
市
民
参
画
課

長
兼
男
女
共
同
参
画
係
長
兼
女
性

交
流
支
援
ル
ー
ム
所
長
　
林
敢
太
、

国
保
医
療
課
長
　
村
上
陽
一
、
社

会
福
祉
課
長
　
松
尾
憲
雄
、
こ
ど

も
福
祉
課
長
　
白
井
裕
之
、
健
康

介
護
課
長
兼
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

常
磐
苑
所
長
　
川
北
乃
里
子
、
建

設
政
策
推
進
室
担
当
課
長
　
大
崎

文
平
、
計
画
建
築
課
長
　
勝
谷
秀

夫
、
計
画
建
築
課
担
当
課
長
兼
建

築
住
宅
係
長
　
久
保
良
文
、
施
設

管
理
課
長
　
里
西
正
治
、
産
業
振

興
課
長
兼
産
業
政
策
係
長
兼
商
工

観
光
係
長
兼
建
設
部
指
導
主
幹（
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
）　
上
村
公
則
、

農
政
課
長
兼
農
業
振
興
係
長
兼
建

設
部
指
導
主
幹
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

担
当
）　
米
田
ま
こ
と
、
環
境
課
長

大
冨
正
之
、
清
掃
衛
生
課
長
兼
環

境
衛
生
セ
ン
タ
ー
甘
南
備
園
事
務

所
長
兼
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
天
王

碧
水
園
事
務
所
長
兼
環
境
衛
生
セ

ン
タ
ー
緑
泉
園
事
務
所
長
　
上
村

孝
男
、
教
育
総
務
室
担
当
課
長
　

西
川
登
、
学
校
教
育
課
長
　
花
光

正
博
、
学
校
教
育
課
担
当
課
長
　

田
中
克
佳
、
社
会
教
育
課
指
導
主

幹
兼
中
部
住
民
セ
ン
タ
ー
所
長
兼

中
央
図
書
館
統
括
主
幹
　
奥
村
昇
、

経
営
管
理
室
担
当
課
長
　
佐
藤
晃

一
、
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
次

長
　
井
上
孝
夫
、
消
防
総
務
課
指

導
主
幹
兼
財
務
係
長
　
上
村
信
男
、

副
署
長
兼
通
信
指
令
室
長
　
北
尾

清
晴
、
消
防
署
指
導
主
幹
兼
北
部

分
署
長
　
中
西
広
康

所
長
級
＝
人
権
啓
発
推
進
課
三
山

木
福
祉
会
館
長
兼
市
民
年
金
課
統

括
主
幹
兼
健
康
介
護
課
三
山
木
老

人
い
こ
い
の
家
所
長
　
木
村
好
弘
、

河
原
保
育
所
長
　
北
村
康
代
、
草

内
保
育
所
長
　
山
岡
美
智
子
、
田

辺
児
童
館
長
　
礒
谷
礼
子
、
田
辺

幼
稚
園
長
　
三
木
明
子
、
大
住
幼

稚
園
長
　
太
田
美
智
子
、
普
賢
寺

幼
稚
園
長
　
水
山
晶
子
、
農
業
委

員
会
事
務
局
統
括
主
幹
　
渡
邊
秀

範
、
予
防
課
統
括
主
幹
　
北
尾
敏

行
、
消
防
署
消
防
第
１
課
長
　
南

茂
樹
、
消
防
署
消
防
第
２
課
長
　

北
尾
信
久

◎
退
職
の
部
（
所
長
級
以
上
、３

月
３１
日
付
け
）

建
設
部
長
　
森
本
茂
、議
会
事
務
局

長
　
山
本
邦
彦
、水
道
部
長
　
猪
熊

保
、危
機
管
理
監
兼
安
心
ま
ち
づ
く

り
室
長
　
中
澤
晴
治
、
市
民
部
参

事
兼
収
納
対
策
室
長
　
上
田
洋
子
、

国
保
医
療
課
長
　
村
田
和
久
、こ
ど

も
福
祉
課
長
　
須
小
淳
子
、
健
康

介
護
課
担
当
課
長
兼
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
常
磐
苑
所
長
　
中
村
和
男
、

学
校
教
育
課
長
　
東
壽
亮
、
社
会

教
育
課
指
導
主
幹
兼
中
部
住
民
セ

ン
タ
ー
所
長
兼
中
央
図
書
館
統
括

主
幹
（
中
部
分
室
担
当
）　
杉
本
俊

彦
、
河
原
保
育
所
長
　
籠
尾
京
子
、

田
辺
児
童
館
長
　
久
保
真
澄
、清
掃

衛
生
課
環
境
衛
生
セ
ン
タ
ー
緑
泉

園
事
務
所
長
　
山
方
勝
博
、田
辺
幼

稚
園
長
　
奥
西
美
幸
、農
業
委
員
会

事
務
局
統
括
主
幹
　
法
野
栄
治
、消

防
署
消
防
第
１
課
長
　
松
本
保
弘

寄

付

寄

付

人

事

表

彰

人

事

表

彰

次
代
を
担
う
児
童
が
、
心

身
共
に
健
や
か
に
生
ま
れ
育

つ
こ
と
を
願
い
、
４
月
２７
日

㈰
か
ら
５
月
１８
日
㈰
ま
で
を

市
児
童
福
祉
週
間
と
し
て
い

ま
す
。
こ
の
間
、
市
・
家

庭
・
学
校
・
関
係
機
関
・
地

域
社
会
が
一
体
と

な
っ
て
、
次
の
行

事
に
取
り
組
み
ま

す
。
多
数
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

◎
子
育
て
講
演

会
日
時
＝
４
月
２７
日
㈰
午
後

１
時
３０
分
か
ら

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ホ
ー
ル

テ
ー
マ
＝
子
ど
も
の
脳
の

発
達
と
運
動
の
関
係

講
師
＝
松
本
短
期
大
学
教

授
の
柳
沢
秋
孝
さ
ん

問
合
せ
先
＝
こ
ど
も
福
祉

課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

◎
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
な
ど

日
時
＝
５
月
２
日
㈮
午
前

１０
時
〜
１１
時
３０
分

場
所
＝
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ホ
ー
ル

内
容
＝
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、

こ
い
の
ぼ
り
掲
揚
、
親
子
遊

び
問
合
せ
先
＝
こ
ど
も
福
祉

課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

◎
田
辺
公
園
プ
ー
ル
無
料

の
日
（
児
童
・
生
徒
の
み
）

日
時
＝
５
月
５
日
㈷
▼
午

前
の
部
…
午
前
９
時
３０
分
〜

午
後
０
時
３０
分
▼
午
後
の
部

…
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時
３０

分
▼
夜
間
の
部
…
午
後
５
時

３０
分
〜
９
時
３０
分

小
学
校
３
年
生
以
下
の
児

童
は
、
保
護
者
同
伴
。
夜
間

の
部
は
、
中
学
生
以
下
の
児

童
は
保
護
者
同
伴
。

問
合
せ
先
＝
田
辺
公
園

プ
ー
ル
（
☎
６５
・
３
１
１
３
）

◎
ミ
ニ
子
育
て
講
演
会

日
時
＝
５
月
１５
日
㈭
午
前

１０
時
45
分
か
ら

場
所
＝
東
田
辺
公
民
館

テ
ー
マ
＝
子
ど
も
の
絵
本

の
読
み
聞
か
せ

講
師
＝
村
上
か
お
る
さ
ん

問
合
せ
先
＝
こ
ど
も
福
祉

課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

◎
野
外
活
動
に
親
し
む
日

（
無
料
開
放
）

日
時
＝
５
月
１８
日
㈰
午
前

９
時
３０
分
〜
午
後
４
時

場
所
＝
野
外
活
動
セ
ン

タ
ー内

容
＝
探
検
ウ
オ
ー
ク
ラ

リ
ー
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ク
ッ
キ

ン
グ
（
材
料
費
が
必
要
）、

各
種
ク
ラ
フ
ト
教
室
（
材
料

費
が
必
要
）、
芝
生
で
遊
ぼ

う
・
シ
ョ
ー
タ
イ
ム

対
象
＝
市
内
に

在
住
・
通
勤
・
通

学
す
る
親
子
な

ど
。
な
お
、
小
学

校
３
年
生
以
下
の

子
ど
も
は
保
護
者

が
同
伴
し
て
く
だ

さ
い入

国
料
が
無
料
に
な
る
ほ

か
、
親
子
で
楽
し
め
る
催
し

が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
＝
野
外
活

動
セ
ン
タ
ー
（
☎
６2
・

２
８
１
６
）

児
童
福
祉
週
間

児
童
福
祉
週
間

4 月 27 日から
5月 18 日まで

野
外
活
動
に
親
し
む
日
・
プ
ー
ル
無
料
開
放
な
ど
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こんなとき どうする どこで手続き

20歳になった 国民年金の加入手続きを
する

第１号被保険者→市民年金課
第３号被保険者→配偶者の勤務先

就職した
（本人）

厚生年金・共済組合など
の加入手続きをする 第２号被保険者→勤務先

結婚した

第３号被保険者該当手続
きをする
（第２号被保険者の配偶者
に扶養される場合）

第３号被保険者→配偶者の勤務先

配偶者が就職した

第３号被保険者該当手続
きをする
（第２号被保険者の配偶者
に扶養される場合）

第３号被保険者→配偶者の勤務先

会社を退職した
（本人）

国民年金の加入手続きを
する

第１号被保険者→市民年金課

第３号被保険者該当手続
きをする
（第２号被保険者の配偶者
に扶養される場合）

第３号被保険者→配偶者の勤務先

配偶者が退職した

第１号被保険者該当手続
きをする

第１号被保険者→市民年金課

第３号被保険者該当手続
きをする
（第２号被保険者の配偶者
に扶養される場合）

第３号被保険者→配偶者の勤務先

海外に居住する

資格喪失手続きをする 第１号被保険者→市民年金課

任意加入手続きをする
第１号被保険者→市民年金課・
                        京都南社会保険

事務所

転居した 住所変更手続きをする 第１号被保険者→市民年金課
第３号被保険者→配偶者の勤務先

氏名を変更した 氏名変更手続きをする 第１号被保険者→市民年金課
第３号被保険者→配偶者の勤務先

年金手帳が２冊ある
年金手帳の記号番号
が２つ以上ある

年金手帳記号番号を統一
する

第１号被保険者→市民年金課
第３号被保険者→配偶者の勤務先

年金手帳をなくした 年金手帳の再発行手続き
をする

第１号被保険者→市民年金課
第３号被保険者→配偶者の勤務先

納付書をなくした 納付書の再発行手続きを
する

京都南社会保険事務所

保険料の納付を口座
振替にする

口座振替の申し込みをす
る

金融機関・京都南社会保険事務所

保険料をクレジット
カードで納付する

クレジットカードの納付
申し込みをする

市民年金課・京都南社会保険事務所

京田辺市民のみなさんのプール、田辺公園プールからのレポ
ートです。
プールはただ泳ぐだけの場所だと思われている人が少なくな
いのが現状だと感じています。でも、プールでは泳ぐ以外にも
いろいろなことができます。
最近、一番普及しているのは歩くこと、水中ウォーキングで
す。水の抵抗、浮力などの特性をうまく利用しての水中ウォー
キングは、足に負担をかけず、全身を使った運動ができます。
また、さまざまに歩き方を変化させることで腰痛、肩こりの緩
和や、リハビリに役立てることができます。
そのほかに、水の中で音楽に合わせて踊る水中エアロ（アク

アビクス）や、浮き具を使い水の中でゆっ
たりゆらゆらリラクゼーション、水の中で
バレーを行なうシンクロナイズドスイミン
グなどなど、みなさんもぜひ何か挑戦して
みてはいかがでしょうか。
次回は、「プールでウォーキング・歩く
方法」をくわしく解説します。

問合せ先＝田辺公園プール（☎ 65-3113）

就職・退職・転入・転出など異動の多い季節となりました。年
金の異動届出を忘れると、将来、年金の受け取り額が減額された
り、年金を受け取ることができなくなることがありますので、届
け出を忘れないようにしてください。手続き先などは、下表のと
おりです。
問合せ先＝▼市民年金課（☎ 64-1333）▼京都南社会保険事務
所（☎ 075-643-3541）

社
会
科
見
学
と
い
え
ば
、
子
ど

も
の
と
き
に
行
っ
た
某
お
菓
子
工

場
。
お
い
し
そ
う
な
匂
い
と
、
帰

り
に
も
ら
っ
た
お
菓
子
が
と
て
も

う
れ
し
く
、
楽
し
か
っ
た
こ
と
を

思
い
出
し
ま
す
。

し
か
し
、
本
書
は
大
人
も
楽

し
め
る
驚
き
の
社
会
科
見
学
で

す
。
地
下
５０
ｍ
に
あ
る
巨
大
な

放
水
路
や
、
つ
く
り
か
け
の
東

京
地
下
鉄
・
火
力
発
電
所
・
戦

争
中
の
地
下
壕
跡
な
ど
、
普
段

の
生
活
で
は
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
見
学
コ
ー
ス
か
ら
ビ
ー
ル

工
場
や
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
工
場
と

い
っ
た
身
近
な
見
学
コ
ー
ス
ま

で
、
い
く
つ
も
写
真
入
り
で
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
見
て
い
る
だ

け
で
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
き
ま

す
。
さ
ら
に
、
見
学
の
た
め
の

計
画
の
立
て
方
か
ら
、
準
備
の
方

法
ま
で
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
春
は
、
本
書
を
参

考
に
、
大
人
の
社
会
科
見
学
を
楽
し

ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

※上記の「就職」は厚生年金などの加入、「退職」は厚生年金などの資格
喪失の場合です。
※▼第１号被保険者…日本国内に住む 20歳以上 60 歳未満の自営業者な
ど▼第 2号被保険者…厚生年金保険や共済組合などに加入している人▼
第 3号被保険者…第 2号被保険者の被扶養配偶者で 20歳以上 60歳未満
の人

『社会科見学に行こう！』
小島健一／編
アスペクト／発行

春の京田辺を歩く「花見ウォーク」が 4月
6日に行われました。絶好のウォーキング日和
に、市内外から参加した家族連れなど約 800
人は市内の名所を鑑賞しながら、桜や菜の花
が咲き誇る京田辺を元気よく歩いていました。
　道中には、グリーンティ接待、タケノコ鍋、
野点・玉露の接待、菜の花摘みのサービス、
スタンプ・クイズラリーも行われ、あちこち
で笑顔の輪が広がっていました。
観音寺では、参加した人たちが鮮やかな黄
色の絨毯のように咲く菜の花畑に入り、春の
香りを収穫していました（＝写真）。


